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グローバル化が進展した世界では，大規模インフラ施設は，国際的な産業立地を促すためには不可欠である．
一方で，国際的な集積を伴うインフラ施設は，当該地域における公共財としての機能を果たすため，全ての国
において高度な投資をすることが効率的ではない．各国は自らの国に国際的産業集積を形成すべく，競争的に
インフラ整備を行った場合，経済全体では過剰なインフラ投資が行われるという調整の失敗が生じる可能性が
ある．本研究では，二国間におけるインフラ投資を通じた国際的企業の誘致競争をゲーム理論に基づきモデル
化し，調整の失敗が生じるメカニズムを明らかにする．さらに，国家が国土計画を通じて事前に投資戦略を表
明することにより，調整の失敗を回避することが可能になることを理論的に示す．このとき，国土計画に対する
コミットメント能力の程度が，インフラ投資戦略の帰結に影響を与えることを指摘する．
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1. はじめに

21 世紀を迎えて以降，東アジア諸国を中心に人・モ
ノの動きは活発化し，国家間における社会経済的な統

合が急速に進んでいる．国境を越えた経済活動の活発

化に伴い，従来は国内領域にのみ影響を及ぼしてきたよ

うなインフラでさえも諸外国に対してスピルオーバー

効果を持つようになってきた．例えば，国家間を物理

的に繋ぐ国際交通インフラには国家間の取引費用の削

減効果がある．他のインフラに関して考えると，多く

のインフラは企業の生産活動に対してその生産効率を

上昇させる効果を持っているが，グローバル化が進ん

だ現代社会においては企業は生産拠点を国際的に選択

することが出来るため，それによって越境スピルオー

バー効果を持っていると考えられる．しかしながら，越

境スピルオーバー効果を持つインフラは，分権的に整

備されることによって非効率な均衡が生じることがあ

る．特に，国際社会においては上位政府が存在しない

ために，上位権限による政策調整を行うことが出来ず，

非効率な社会状態にロックインしてしまう恐れがある．

例えば，社会的に最適なインフラ整備状態を実現出来

ないことや，複数均衡によって戦略的不確実性が生じ，

諸外国の意思決定を完全予測することが出来ないこと

等が挙げられる．

インフラ政策の連携や越境制度の設計を行う上で，重

要な指針となるのが国土計画である．国土計画には国

土の将来像を形成する上での指針やその施策が示され

ており，それによって利害関係者の行動を同期化させ

る役割がある．従来までの国土計画では，政府と国民

の二者関係のみが想定されてきた．しかしながら，グ

ローバル化が進行した現代社会においては，周辺地域

の動向やそれに対する影響を考慮しなければならない．

つまり，国土計画は国家の意思を示す計画として，諸外

国の行動も同期化させる役割が必要とされている．例

えば，我が国の国土計画である平成 20 年 7月に閣議決
定された国土形成計画（全国計画）1)においては戦略的

目標としてシームレスアジアの形成が掲げられており，

今後も推進体制を取っていくことが予想される．この

政策コミットメントによって，効率的にシームレスネッ

トワークが整備されるようになる可能が存在するしか

しながら，国土計画が政策調整機能を持つのかどうか，

また実際にどのように役割を果たしているかは明らか

にされていない．一般に，政府の政策公約には法的拘

束力はなく，費用の生じないものだとされているが，公

約の破棄は信頼の失墜を意味する．自国民からの信頼

だけでなく，グローバル化が進んだ現代社会において

国際社会全体からの信頼を失うことは，非常に大きい

損失だと言える．このような公約破棄によって生じる

費用（コミットメント・ペナルティ）は，国家政策の計
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画公表による政策調整機能を生じさせる要因であると

考えられる．しかしながら，国土計画がどのようにし

て社会状態の形成に寄与しているのかは明らかにされ

ていない．

本研究ではまず，産業集積を巡って国家間でインフ

ラ整備競争が行われている経済環境を想定してゲーム

論的数理モデルを構築する．続いて，コミットメント・

ペナルティを考慮した国土計画をモデルに導入するこ

とで，国土計画の信頼性を表現し，その調整効果につ

いて均衡分析を行い，国土計画が実現する社会状態に

対してどのような影響を及ぼすかを明らかにする．

2. 本研究の基本的考え方

(1) 国土計画

国土計画は広く知られている言葉ではあるが，一般

に定義されている訳ではない．土木学会2)では「国土

のある一定の圏域について望ましい将来像を描き，こ

れを実現するための，体系化，総合化された施策群を

中心とする過程を明らかにした計画のうち，全国（そ

れ以下のある一定の地域）を計画の対象圏域とするも

のを国土計画（地域計画）」と定義されている．我が国

で言えば，五次にわたる全国総合開発計画と現在の国

土形成計画を指していることが多い．本研究でも，日

本における国土計画は上記 6 つの計画を指すこととす
る．我が国で初めて国土計画として策定されたものは，

1962 年の全国総合開発計画である．当時，1960 年の
国民所得倍増計画における「太平洋ベルト構想」がベ

ルト地帯以外からの反発を受け，政府は後進地域の開

発促進や産業の適正配置の推進，公共投資の地域分配

に関する方針を明確化することを迫られ，策定された．

これにより法的拘束力を持たない国土計画の存在意義

のひとつは，国家の意思を示すものとして広く浸透し

た．以後，その名称を変えながらも国土計画は約 10 年
程度のスパンで策定されてきた．

国土計画は，対象領域が「国土の利用，開発及び保

全」と広いことと，関係する主体も多いことから，政

府の意思を表現する上位計画として大きな役割を果た

してきた．意思を表現する「構想としての計画」とし

ての国土計画の効用は，組織の行動を整合化させ，同

期化させることをその基本とするべきだと考えられて

いる3)．実際に，「国土計画の指針性の向上」を大きな

目標の一つとして，現在の国土形成計画のモニタリン

グは実施されている．一方で，国土計画の指針性その

ものは，国民の意識や行動の変化の要因の一つに過ぎ

ないため，直接的に分析することは難しい．ただ，国

民や諸外国家は互いの国土政策（ 例えばハブ空港の競

争や地方のインフラ整備問題）に対して関心を持って

おり，議論されていることを考えると，その指針性を

持って人々の意識を変化させる効果は存在していると

言えよう4)．

(2) 国際的インフラ投資

グローバル化が進んだ現代社会においては，インフ

ラ政策の連携が必要とされているが実際にそれを整備

する際に問題が生じることがある．例えばインフラス

トラクチャーには，地域や国家を跨いで便益を与える

ものが存在する．このように，ある経済空間を越えて

便益を生じさせる効果を，越境スピルオーバー効果と

呼ぶ．越境スピルオーバー効果を持つインフラ整備に

あたっては，分権的に整備されることによる非効率性

に注意しなければならない．このようなインフラの分

権整備問題を取り扱った研究は多くはないが，地域交

通インフラの分権的整備問題に関するものが存在する．

地域交通インフラが都市・地域に与える影響について

は過去多くの蓄積があり7)，そのほとんどでは地域交通

インフラの効果は財の輸送費用の減少効果とされ，一

般均衡モデルを用いた分析が為されてきた．しかしな

がら，分権的整備問題を取り扱った研究に関しては数

えるほどしかない．Fukuyama and Tamura8)は 2 地域
2 財の一般均衡モデルを用いて，地方政府の地域交通
インフラ整備の制度設計について分析を行った．また，

Bond9)は国際交通インフラの分権的整備問題を対象に，

貿易自由化が政府のインフラ整備のインセンティブに

どのような影響を与えるかについて分析を行った．そ

して，Mun and Nakagawa10)は国際交通インフラ整備

問題について，補助金や助成金の制度の違いによるパ

レート効率性の改善可能性について分析を行った．い

ずれの研究においても，分権的に意思決定が為される

ことによって非効率性が生じるような経済環境が想定

されている．

越境スピルオーバー効果を持った地方公共財の分権

的整備問題を取り扱った研究も少ないながら存在する．

Cremer11)は二地域間で非排除性を持つ公共財の分権的
整備問題を定式化し，補助金政策のパレート改善可能

性について分析を行った．貝山12)は人口移動が可能な

経済環境を想定し，便益がスピルオーバーする公共財

の戦略的供給問題について分析を行っている．福山・小

林13)は二地域に対して二種類の公共財が存在する場合

の地方公共財の分担供給について，分権的整備によっ

て非効率な均衡が生じうることを示し，コーディネー

ション補助金システムと呼ばれる補助金制度によって

社会的最適解が実現可能であることを示した．

本研究では，インフラが産業集積を促す効果を持って

おり，それによって便益がスピルオーバーするような

経済環境を想定している．正の便益がスピルオーバー
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する意味では，既存のインフラ分権的整備モデルに似

ているが，利害が対立している状況を想定している点

で異なっている．また，既存のインフラの分権整備問

題に関する多くの研究では効率的なインフラ整備を目

指した制度設計を主眼としているものが多いが，本研

究では国土計画による均衡変化の主眼としている．こ

のように，本研究の着眼点は既往のインフラ分権整備

問題と異なっており，インフラ分権的整備問題を取り

扱うという点では新規性があると言える．

(3) 国土計画を通じた調整

本研究では国土計画をコミットメントと捉え，政策

調整可能性について分析を行うが，コミットメント従来

どのように分析されてきたのだろうか．本研究におけ

るコミットメントとは，「公約」のことを指す．つまり，

実行される信頼が存在するものである．金融政策にお

ける時間不整合問題15)を始めとし，て様々な背景にお

いてコミットメントの研究がなされてきた．本研究で取

り扱うコミットメントは交渉ゲームでの commitment
game14)におけるコミットメントである．交渉を行う前

に，もしくは交渉中にコミットメントを行い，それを

破棄した場合にペナルティが発生する，というもので

ある．これは Schelling?)によって初めて言及され，交

渉に際しコミットメントがどのような役割を持ってい

て，いかにして交渉成果に結びつくかについて示され

た．現在までにも多くの研究が蓄積されており，例えば

Crawford16)が不確実性を導入した場合について定式化

して分析し，Muthoo14)はコミットメントが交渉結果に

与える影響についてより一般的な形式で分析を行った．

Schelling?)は，国際交渉の場における政府の公的発言も

コミットメントであるとした．これは，公の声明を出

すことで譲歩を許さない世論を意図的に形成し，それ

を交渉上の立場とすることが可能だからである．この

場合は，強気な態度を取ることでコミットメントを破

棄した場合の信頼の失墜の大きさを，高いコミットメ

ント強度として利用しているのである．

従来，このコミットメントの概念は交渉ゲームに用

いられてきたが，法的拘束力がないのも関わらず，政策

調整可能性があると考えられる国土計画の特性を表す

のには最適な概念だと考えられる．Schelling が示唆し
たように，国際的に発表される公的声明にはコミット

メント・ペナルティが存在すると言える．グローバル

化が進んだ社会における国土計画は国内の利害関係者

だけではなく，世界各国に向けて発信されるため，国

際的な公的声明と言える．特に産業集積を巡るインフ

ラ整備競争のような利害が対立している場合において

は，国土計画のコミットメント・ペナルティによって，

戦略的に優位な立場に立とうとしていると考えられる．

表–1 分権的国際インフラ投資ゲーム

gB = 1 gB = 0

gA = 1 (R − p − t/2, R − p − t/2) (R − p,R − t)

gA = 0 (R − t, R − p) (−t/2,−t/2)

本研究では産業集積を巡るインフラ整備競争問題に

関して，コミットメント・ペナルティが考慮された国土

計画が社会状態へ及ぼす影響について分析する．この

ようなコミットメントが持つ政策調整可能性について，

ゲーム理論的な均衡分析を行うことで，政策的示唆を

得る．

3. 分権的国際インフラ投資モデル

(1) モデル化の前提条件

対称的なA国と B国で構成される 2国モデルを考え
る．A国とB国の政府は，港湾や空港といった国境をま
たぐ国際交通のためのターミナル施設の整備水準に関

する意思決定を行う．政府は，それぞれの国に居住する

代表的家計の効用を最大化を目的として意思決定を行

う．両国は，ターミナル施設の施設整備水準 gi ∈ {0, 1}
を選択する．gi = 1は，i国政府がハブ機能を有する

ことが可能な大規模の施設整備水準を表し，gi = 0は，
ハブ機能を有することができない程度の小規模な施設

整備水準を表している．政府が高い整備水準を選択し

た場合には，その国に居住する家計は p > 0の整備費
用を負担しなければならない．低い整備水準が選択さ

れた場合には，家計の負担は 0である．

ターミナル施設の整備水準は，グローバル企業が，そ

の国に立地した場合の生産性に影響を与える．グロー

バル企業が i国において立地し，生産した場合の利潤

を πi(gi) と表す．このとき，πi(1) > πi(0) が成立す
る．グローバル企業は，政府が行った施設整備水準を

観察した後，自らの利潤を最大化を目的として，A国，
B国のいずれにおいて生産を行うかを選択する．両国
のターミナル施設の整備水準が同一の場合，すなわち，

gA = gB = 0あるいは gA = gB = 1の場合には，グ
ローバル企業は 1/2の確率でいずれかの国を選択する．

i国の代表的家計は，グローバル企業が生産する財を

消費することにより効用を得る．グローバル企業は，高

い整備水準のターミナル施設が存在する国において生

産を行えば，低い整備水準のターミナル施設が存在す

る国で生産する場合と比較して，安価な価格で財を供

給することができる．高い整備水準のターミナル施設

が存在する国においてグローバル企業が生産した財か
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ら獲得する効用を R，低い整備水準のターミナル施設

が存在する国においてグローバル企業が生産した財か

ら獲得する効用を 0とする．さらに，家計が外国で生
産された財を購入する場合，t > 0の交通費用を負担し
なければならない．さらに，R > t, R > pを仮定する．

A国及びB国の整備水準 gA, gB が与えられたときの

i国に居住する家計の効用関数は，以下のように定式化

できる．

ui(gA, gB) =


R − p − t/2 if gA = 1, gB = 1
R − p if gA = 1, gB = 0
R − t if gA = 0, gB = 1
−t/2 if gA = 0, gB = 0

分権的国際インフラ投資ゲームの利得行列は，表-1

と表される．

(2) 均衡解

以上の戦略型ゲームのナッシュ均衡解は，パラメー

タの大小関係に依存して，以下のように導くことがで

きる．

{
(1, 1) if p < t/2
(1, 0) or (0, 1) if p ≥ t/2

4. 国土計画モデル

(1) モデル化の前提条件

3.にて定式化した分権的国際インフラ投資モデルに

ついて，コミットメントとしての国土計画を導入して

分析を行う．これは，国土計画のコミットメントとして

の機能を分析し，均衡解への影響を分析するためのも

のである．以下の分析では，Muthoo17)の commitment
game におけるコミットメントとして，国土計画を取り
扱う．すなわち，コミットメントに沿わない行動を取っ

た場合，それに応じてペナルティが発生する．

各国政府は，3.で定式化したゲームをプレイする前

の段階で，A国，B国同時に，ターミナル施設の整備
水準に関する意思決定の事前表明を含む国土計画を発

表する．i国政府が国土計画で表明したターミナル施設

の整備水準をmi ∈ {0, 1}と表す．国土計画の表明行為
そのものには，費用が発生しない．しかし，国土計画

は，その国の将来に関するビジョンを示す．家計，企業

といった民間経済主体は，国土計画の内容を信頼して，

さまざまな活動を開始する．したがって，仮に，発表

した国土計画が将来に実施されなかった場合には，計

画にコミットできなかった政府は国民の信頼を失うこ

とになる．政府は，国民からの信頼の喪失という事態

を回避したいと考える傾向にある．このように，政府

が国民の信頼を失うことによる費用を不信費用と呼ぶ．

表–2 国土計画ゲーム（mA = mB = 1）

gB = 1 gB = 0

gA = 1 (R − p − t/2, (R − p,R − t − cB)
R − p − t/2)

gA = 0 (R − t − cA, (−t/2 − cA,−t/2 − cB)
R − p − cB)

表–3 国土計画ゲーム（mA = 1, mB = 0）

gB = 1 gB = 0

gA = 1 (R − p − t/2, (R − p, R − t)
R − p − t/2 − cB)

gA = 0 (R − t − cA, R − p − cB) (−t/2 − cA,−t/2)

i国政府の不信費用は，mi = gi のとき 0，mi ̸= gi の

とき ci と表す．

(2) 均衡解の導出

本モデルの均衡解を導出するために，まず，各国政

府が国土計画を通じて，整備水準を表明した後に行わ

れるゲームの均衡解を導出しよう．

a) mA = mB = 1のとき
mA = mB = 1のとき，利得行列は表-2となる．こ

のとき，パラメータの大小関係に依存して，以下の通

り，均衡解が導かれる．まず，cA − cB < Rのとき，
(1, 1) if p < t/2 + cB

(1, 0) if t/2 + cB ≤ p < t/2 + cA

(1, 0) or (0, 1) if p ≤ t/2 + cA

となる．また，cA − cB ≥ Rのとき，{
(1, 1) if p < t/2 + cB

(1, 0) if p ≥ t/2 + cB

となる．

b) mA = 1.mB = 0のとき
mA = 1,mB = 0 のとき，利得行列は表-3 となる．

このとき，パラメータの大小関係に依存して，以下の

通り，均衡解が導かれる．まず，cA + cB < Rのとき，
(1, 1) if p < t/2 − cB

(1, 0) if t/2 − cB ≤ p < t/2 + cA

(1, 0) or (0, 1) if t/2 + cA ≤ p < t/2 + R − cB

(1, 0) if p ≥ t/2 + R − cB

となる．また，cA + cB ≥ Rのとき，{
(1, 1) if p < t/2 − cB

(1, 0) if p ≥ t/2 − cB

となる．
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表–4 国土計画ゲーム（mA = mB = 0）

gB = 1 gB = 0

gA = 1 (R − p − t/2 − cA, (R − p − cA, R − t)
R − p − t/2 − cB)

gA = 0 (R − t, R − p − cB) (−t/2,−t/2)

図–1 国土計画モデルの均衡条件

c) mA = 0.mB = 1のとき

mA = 0.mB = 1の場合は，対称的な 2国を仮定し
ているため， 均衡解は，上述mA = 1.mB = 0のケー
スについて，A国と B国を入れ替えた場合として導か
れる．

d) mA = mB = 0のとき

mA = mB = 0のとき，利得行列は表-4となる．こ

のとき，パラメータの大小関係に依存して，以下の通

り，均衡解が導かれる．まず，cA − cB < Rのとき，
(1, 1) if p < t/2 − cA

(0, 1) if t/2 − cA ≤ p < t/2 − cB

(1, 0) or (0, 1) if t/2 + R − cA ≤ p < t/2 + R − cB

(0, 0) if t/2 + R − cB ≤ p

となる．また，cA − cB ≥ Rのとき，
(1, 1) if p < t/2 − cA

(0, 1) if t/2 − cA ≤ p < t/2 + R − cB

(0, 0) if t/2 + R − cB ≤ p

となる．

以上の均衡解を所与として，両国政府が国土計画で

表明する整備水準 (mA,mB)の均衡解を導出しよう．た
だし，複数均衡が生じる場合には，政府は混合戦略を

採用すると仮定している．以下，導出過程は煩雑とな

るため，紙面の都合上省略する．パラメータの大きさ

に依存した均衡解は，図-1のように整理できる．

(3) 不信費用と均衡解

領域１ はA 国の不信費用が最も低い場合である．イ
ンフラ整備による経済効果Rの半分より両国の不信費

用が小さい場合，コミットメント・ペナルティを両者

ともに受け入れやすくなっているこということである．

すなわち，A国に優位な均衡だけでなく様々な均衡が
インフラ整備費用の大小に応じて生じる可能性がある．

領域２ は，領域１ と比べて cAは大きいが，それらの

和がインフラ経済効果に満たない場合である．このと

き，領域１ と同様の理由で整備費用に応じて様々な均

衡が生じる．ただし，両国政府がコミットメント・ペ

ナルティを受け入れることが出来るようになった際に，

領域１ に比べて cA が大きいため，期待利得次第では

A国に不利な均衡が生じてしまう恐れがある．領域３
は領域１ ，領域２ と比べて不信費用の総和が大きい倍

である．この場合，コミットメント・ペナルティは負担

しにくくなっているが，以前として不信費用の負担可

能性が存在する．領域４ はA 国のコミットメント・ペ
ナルティがインフラ整備経済効果を超えており，かつB
国は超えていない領域と，B国も超えているがその差
は比較的小さい領域である．前者の領域は，A 国がコ
ミットメント・ペナルティを受け入れることが出来ず，

B 国にはそれが出来ることによって，A国に優位な均
衡が生じやすくなっている．領域５ はB 国のコミット
メント・ペナルティが大きすぎるため，両国共にペナル

ティを負担することが出来ない．そのため，インフラ

整備の役割を譲ることはなく，対称な二つの複数均衡

が生じる．以上から，不信費用，すなわちコミットメン

ト・ペナルティに関しては，それらが小さい場合はイン

フラ整備費用に応じて様々均衡が生じうる．また，一

方の国のペナルティがインフラ整備による経済効果を

上回っており，もう片方の国のペナルティが下回ってい

る場合，十分なインフラ整備費用が必要であるときに，

コミットメント強度の高い国に対して優位な均衡を達

成することが出来る．ただし，両国のペナルティがイ

ンフラ整備経済効果を上回ってしまった場合，どちら

かに優位な均衡が単独で生じることはない．以上より，

以下の命題が得られる．

命題　国土計画モデルでは，以下の条件を満たす場合

に，国土計画における国際インフラ投資の整備水準の

表明を通じて，調整の失敗を回避できる．

cA > R/2

cB < R

p > t/2 + cB

p > (1 + δA)t/2

ただし，δA = (p − t/2 − cA)/Rである．
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5. おわりに

グローバル化が進展した世界では，大規模インフラ

施設は，国際的な産業立地を促すためには不可欠であ

る．一方で，国際的な集積を伴うインフラ施設は，当該

地域における公共財としての機能を果たすため，全て

の国において高度な投資をすることが効率的ではない．

各国は自らの国に国際的産業集積を形成すべく，競争

的にインフラ整備を行った場合，経済全体では過剰な

インフラ投資が行われるという調整の失敗が生じる可

能性がある．本研究では，二国間におけるインフラ投

資を通じた国際的企業の誘致競争をゲーム理論に基づ

きモデル化し，調整の失敗が生じるメカニズムを明ら

かにした．さらに，国家が国土計画を通じて事前に投

資戦略を表明することにより，調整の失敗を回避する

ことが可能になることを理論的にした．このとき，国

土計画に対するコミットメント能力の程度が，インフ

ラ投資戦略の帰結に影響を与える．国土計画による国

際的インフラ投資の調整が実現するためには，各国政

府が国土計画から逸脱した場合に被るコストが十分大

きく，国土計画へのコミットメントが強い場合に機能

することが示された．
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